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第 16 期（2019年 4～9 月）活動ルール 

※内部手続きなど、公開できない情報は省いております 

実施上の注意点などについてはよくご確認のうえ、 

オーディションへのご応募をお願いいたします。 

 

なお、ルール内容は期中であっても変更される場合がございます 

予めご了承ください。 

 

 

主催：札幌駅前通まちづくり株式会社  
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基 本 事 項 

 

 ・連絡は基本的にメーリングリスト（以下、ＭＬ）で行うため、PCや携帯電話などのアド

レスを登録させて頂きます。 

 ・Google カレンダーを用いての活動調整となりますので、通信環境が必須となります。

また、PC もしくはタブレット端末、スマートフォンなどの所持・操作についても必要とな

ります。 

 ・活動場所は「札幌駅側イベントスペース」となります。「北 3条交差点広場（西）」、「ア

カプラ」での活動は稀です。 

 

 

 

 

 

活動時間枠 

パフォーマンス系（A部門） 

平 日 a枠 11：00～15：30 ／ b枠 15：30～20：00  

休 日 c枠 10：00～14：30 ／ d枠 14：30～19：00 

 作品系（B部門） 

平 日 11：00～20：00 ／ 休 日 10：00～19：00 

 

活動フロー  

基本的には以下の流れとなります。 

 

 

 

 

札幌駅側イベントスペース 

北 3条交差点広場（西） 

大
通
公
園
駅 

さ
っ
ぽ
ろ
駅 

前日まで

①参加表明 ②開始 ④終了

当日

③パフォ－マンスする・WEBカレンダー登録
・MLで通知

・まち会社に来る
・活動記録表記入
・看板を持って行く

まち会社に来る
・終了報告
・看板返す
・投げ銭回収

あおぞら銀行前 
エレベーター 北 1条地下駐車場 
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活動について  (各項目対象：A=パフォーマンス系、B=作品系、AB=両部門) 

 

Ａ最初に来た方には、共用備品の「騒音計測器」を必ず持って行って頂きます。 

Ａパフォーマンスは準備ができた方から随時行ってください。順番について希望がある場

合は当事者同士で相談して決めてください。 

Ａ1 組あたりの持ち時間は準備・撤収など全て含めて原則 4０分間とします。1 回のパフォ

ーマンスが終了したら次のパフォーマーに速やかに場所を譲ってください。 

 ※時間厳守とまではいきませんが、そもそもの構成が 30分を超えるようなものはお止め

ください。著しい時間超過が続くようであれば、他のパフォーマーの活動の妨げとみなしま

すので、ご配慮をお願い致します。 

Ａ活動が 1組しかいない時でも、1回のパフォーマンスは 4０分程度に収めてください。 

 

AB お客さんが広場の外・通路（白タイル部分）に溜まらないように、必ず誘導・声掛けを

行ってください。特に、点字ブロック上で立ち止まる人も多いので、注意をお願いします。 

AB 順番を待っているとき、他の方のパフォーマンス中であっても、通路に人が溜まってい

れば声掛けを行ってください。現場にいるパフォーマーの責任として実施して頂きます。 

Ａ必ず開始前に騒音計測器を用いて、音響機材の音量チェックをしてください。 

 ■上限値：８０ｄｂ 

  ■計測条件：スピーカーの正面から６ｍ離れた位置で計測 

 

※規定値を守っていれば絶対に大丈夫、というものではなく、あくまでも上限 80dbを越え

ないように出来る限り音量を抑えて実施してください。規定値以内であっても、スタッフや

警備から指示があった場合は即時音量を下げて頂きます。 

 

Ｂ展開位置は広場の範囲内であればどこでも構いませんが、お客さんが溜まるスペースの

確保や、他のパフォーマーに干渉しないようになどの配慮をお願いします。 

ＢBGMはＡ部門と衝突するため、流さないでください。 

AB 投げ銭を求める場合の口上は、不快感を与えるものにならないよう熟慮してください。 

AB 単純な物品の売買となることは一切認めません。自身のグッズやチケットなどをパフォ

ーマンスと併せて売ることは可としますが、その場合も「投げ銭収益金」として回収させて

頂きます。 

AB パフォーマー以外の者が配布物を配るなどの行為は禁止しております。 

Ａ「ご自由にお取りください」といったような設置物は、自身のパフォーマンス中だけ設置

し、他の方のパフォーマンス中は撤去してください。 
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注 意 事 項 

 

【現場管理について】 

・その日に活動するパフォーマーは待機中に「ビブス」を必ず着用して現場管理にあたって

ください。現場を離れる場合はビブスを脱いでください。ビブスはまち会社事務所にござい

ます。 

・荷物の管理は各自が行い、多くの通行者が目にしていることを意識し、乱雑に置かずに整

頓を心がけてください。 

・観客誘導や荷物の管理ができるよう、パフォーマンス中のパフォーマー以外に、最低 1名

は現場に居るよう心掛けてください。やむを得ず一時的に離れる場合も、なるべく短時間で

戻るようにしてください。 

・不用意に荷物を放置したまま現場を離れないでください。放置するなどして盗難にあった

場合でもパフォーマーの自己責任として、主催者は一切の責任を負いません。 

・活動時の荷物置き場や待機スペースにその日活動するパフォーマー以外の人間を立ち入

らせないでください。ライセンスを持っていたとしても、その日に活動しないパフォーマー

も部外者とみなし立ち入りを禁じます。 

・待機中も活動時間の一環であることを強く意識し、知り合いやお客さんとの会話は手短に

済ませて現場管理にあたってください。会話する場合は待機スペースから距離を置いたと

ころで応対し、くれぐれも「おしゃべり」に時間を費やさないでください。繰り返しになり

ますが、待機中も「活動時間」ということで、お客さんにもご理解とご協力をお願いしてく

ださい。 

・パフォーマンススペースに近づかずに、札幌駅側イベントスペース南側の壁に長時間寄り

掛かったり、しゃがみこんだりするお客さんや知り合いがいた場合は広場の中の方で見る

ようにご依頼・誘導してください。 

・各自が出したゴミは原則お持ち帰りください。 

 

【パフォーマンスに際して】 

・着替え場所などはございません。衣装は予め着用するなどして対応してください。 

・露出の多い衣装や、上半身裸になるなど肌を著しく露出させることはお止め下さい。 

・チ・カ・ホ及び近隣ビルなどのトイレでの着替えやメイクはお止め下さい。 

・過度に観客を煽らないようにしてください。あるいは観客が過度に盛り上がり過ぎている

場合は、沈静化させて場の収拾に努めてください。 

・Web上にアップロードする目的でパフォーマンスの様子を撮影する際には、お客さんの了

承を得たり、プライバシーに配慮してください。 

 

左：判を押した封筒／右：判 
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【搬入出作業について】 

・荷物の搬入出はチ・カ・ホに直結されている階段、または「あおぞら銀行前エレベーター」、

より行ってください。 

・2、3、4、14番階段及び「あおぞら銀行前エレベーター」以外のエレベーターは搬入出作

業での使用が禁じられています。 

・大きな荷物や台車を使用する場合は特に気を付けて搬入出作業を行っていただき、適宜搬

入物そのものに養生を付けてください。 

 ※そのほか、個別の荷物に関して指示をさせて頂く場合もございます 

 

【その他】 

・現場での飲食はパンやおにぎり、菓子類などの軽食および飲料のみ可とします。 

・地下歩行空間内の壁や柱に物を立て掛けたり、テープなどを貼りつけたりしないでくださ

い。床や天井にも汚損・損傷を与えないようお気を付けください。 

・パフォーマンス待機時など、床に座って休憩や作業をしないでください。事務所にある折

り畳みベンチなどを活用してください。 

・火器使用厳禁です。火を使ったパフォーマンスはもちろんのこと、チ・カ・ホでは可燃

性ガスを生じさせること、揮発性溶剤の持込も禁じられています。 

・消火器、消火栓、避難扉の前、防火シャッター下に荷物を置かないでください。 

・待機中にパフォーマー同士やお客さんと会話する場合は静かに行ってください。大きな声

で騒いだりするなどパフォーマンスの妨げになる行為や場の秩序を乱す行為は厳禁としま

す。 

・まちづくり会社が貸し出す備品を破損や紛失された場合は、まずご連絡ください。状況に

よっては弁償などして頂く可能性もあります。 

・まちづくり会社スタッフや警備員、清掃員の指示については必ず従ってください。 

 

【活動ライセンスの剥奪について】 

下記の要件に当てはまる場合、活動ライセンスを即時剥奪いたします。 

・公序良俗に反する行為などの重大なルール違反 

・他のパフォーマーの活動を再三に渡り妨げる行為 

・まちづくり会社に無断でパフォーマンスを行う、あるいはライセンスを持たない者にパフ

ォーマンスさせる 

・チカチカ☆パフォーマンススポットの活動者として不適切であるとまちづくり会社及び

コンカリーニョが協議のうえ判断した場合 

 


